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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第77期
第１四半期
累計期間

第78期
第１四半期
累計期間

第77期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（千円） 10,783,4959,556,83642,682,515

経常利益（千円） 19,393 30,653 115,190

四半期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
15,457 32,109 △53,464

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
2,206 4,241 28,684

資本金（千円） 829,100 829,100 829,100

発行済株式総数（千株） 6,290 6,290 6,290

純資産額（千円） 1,728,6391,677,3431,662,483

総資産額（千円） 5,898,9865,300,5105,104,166

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり当期純損失（△）（円）
2.47 5.13 △8.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 3.00

自己資本比率（％） 29.3 31.6 32.6

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。ま

た、第77期は１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社（子会社１社、関連会社１社で構成）が営む事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間における我国経済は、東日本大震災後の経済の混乱から立ち直りつつあるものの、個人所得

の伸び悩み、年金、増税に関する不安等による個人消費の低迷、並びに円高による企業収益の悪化等により、景気回

復は遅れております。

　水産物流通業界におきましては、東日本大震災後、被災地からの水産物供給の激減、並びに原発事故の風評被害に

よる水産物の需要の減少等により、大変厳しい状況となりました。

　この様な状況におきまして、当社は顧客ニーズに対応するため、仕入先との連携による営業に注力しましたが、鮮

魚類の売上減少を補うことができず、売上高は9,556百万円（前年同期比11.4％減）と減収になりました。

　損益につきましては、売上高減少による売上総利益の減少はありましたが、諸経費の削減により、営業損失５百万

円（前年同期　営業損失20百万円）と営業損失が減少し、経常利益30百万円（前年同期比58.1％増）、四半期純利益

32百万円（前年同期比107.7％増）と増益になりました。　　

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

該当事項はありません。

EDINET提出書類

横浜魚類株式会社(E02806)

四半期報告書

 3/15



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 14,840,000

計 14,840,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成23年８月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 6,290,000 6,290,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数 1,000株

計 6,290,000 6,290,000 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年４月１日～
平成23年６月30日

－ 6,290,000 － 829,100 － 648,925

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成23年6月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式27,000 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式6,216,000 6,216 －

単元未満株式 普通株式47,000 － －

発行済株式総数      6,290,000 － －

総株主の議決権 － 6,216 －

　

②【自己株式等】

 平成23年6月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

横浜魚類株式会社
横浜市神奈川区山内

町１番地
27,000 － 27,000 0.43

計 － 27,000 － 27,000 0.43
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２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、

四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　0.89％

売上高基準　　　0.65％

利益基準　　　△1.16％

利益剰余金基準　1.29％  
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 357,248 368,674

受取手形及び売掛金 2,521,157 2,549,035

有価証券 9,002 －

商品 914,548 1,122,296

前払費用 4,866 6,895

繰延税金資産 50,875 54,207

未収還付法人税等 66,881 67,810

その他 35,200 33,496

貸倒引当金 △167,305 △167,386

流動資産合計 3,792,473 4,035,028

固定資産

有形固定資産 685,946 672,520

無形固定資産 20,521 19,493

投資その他の資産

投資有価証券 318,335 319,170

関係会社株式 86,380 86,380

破産更生債権等 464,194 461,982

その他 123,883 93,250

貸倒引当金 △387,567 △387,315

投資その他の資産合計 605,225 573,467

固定資産合計 1,311,692 1,265,481

資産合計 5,104,166 5,300,510
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,482,293 1,367,907

短期借入金 610,000 920,000

1年内返済予定の長期借入金 17,990 17,990

未払法人税等 9,817 3,308

賞与引当金 14,576 24,956

その他 210,950 234,989

流動負債合計 2,345,627 2,569,150

固定負債

長期借入金 27,245 27,245

退職給付引当金 607,153 599,270

役員退職慰労引当金 15,375 8,250

負ののれん 276,574 250,645

長期預り保証金 168,228 167,808

繰延税金負債 1,479 797

固定負債合計 1,096,055 1,054,016

負債合計 3,441,682 3,623,166

純資産の部

株主資本

資本金 829,100 829,100

資本剰余金 648,925 648,925

利益剰余金 194,480 207,802

自己株式 △10,755 △10,755

株主資本合計 1,661,750 1,675,072

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 733 2,271

評価・換算差額等合計 733 2,271

純資産合計 1,662,483 1,677,343

負債純資産合計 5,104,166 5,300,510
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 10,783,495 9,556,836

売上原価 10,256,921 9,073,238

売上総利益 526,573 483,598

販売費及び一般管理費 546,920 488,609

営業損失（△） △20,346 △5,011

営業外収益

受取利息 626 767

受取配当金 8,902 7,063

受取賃貸料 14,700 12,000

負ののれん償却額 25,928 25,928

雑収入 1,437 184

営業外収益合計 51,594 45,943

営業外費用

支払利息 3,532 1,957

賃貸費用 8,321 8,311

雑損失 0 9

営業外費用合計 11,854 10,278

経常利益 19,393 30,653

特別損失

固定資産売却損 － 426

固定資産除却損 － 1

特別損失合計 － 427

税引前四半期純利益 19,393 30,225

法人税、住民税及び事業税 1,448 1,448

法人税等調整額 2,488 △3,331

法人税等合計 3,936 △1,883

四半期純利益 15,457 32,109
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【追加情報】

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係

る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

減価償却費 18,597千円 16,574千円

負ののれんの償却額 △25,928 △25,928

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月28日

定時株主総会
普通株式 18,792 3.0 平成22年３月31日 平成22年６月29日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 18,787 3.0 平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金

　　

（持分法損益等）

 
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 79,380 79,380

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 300,172 328,661

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 2,206 4,241
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成23年

４月１日　至平成23年６月30日）

当社は、水産物卸売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2円47銭 5円13銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 15,457 32,109

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 15,457 32,109

普通株式の期中平均株式数（株） 6,264,226 6,262,657

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月12日

横浜魚類株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 古杉　裕亮　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 前田　隆夫　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている横浜魚類株式会社

の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第78期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。　

四半期財務諸表に対する経営者の責任　

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、横浜魚類株式会社の平成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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